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マイカーの利用が増える一方で、各公共交通機関の輸送人員は減少。

各交通機関の輸送人員の推移（例）
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出典：地域交通年報、自動車輸送統計年報（注） 自動車輸送量は地方運輸局別輸送量を都道府県別登録自動車数の比率により算出したもの
である。貨物自動車及び軽自動車分を除く。
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輸送人員が減少を続ける中で、乗合バス事業者が運行する3/4の系統が赤字系統であり、事業者全体としても
3/4が赤字事業者となっている

乗合バスの現状

系統数

3/4が赤字事業者となっている。
毎年、稚内から鹿児島までの直線距離を超える約2,000kmの路線が完全に廃止されている状況にあり、路線

廃止に止まらず、乗合バス事業者が経営破綻に追い込まれているケースも全国的に生じている。

黒字系統

赤字系統

全系統
系統数

約38,000系統

約10,000系統
（約26.3％）

約28,000系統赤字系統

公的補助あり

地バス補助 約1,600系統
（約4.2％）

約 , 統
（約73.7％）

平成１１年以降の法的整理の事例乗合バスの路線廃止状況（高速バスを除く）

廃止路線キロ

１８年度 ２，９９９㎞

民事再生法

○那覇交通㈱ ○北都交通㈱
○茨城交通㈱ ○富士交通㈱
○琉球バス㈱ ○岩手県北自動車㈱

産業活力再生特別措置法関係

産業再生機構支援

○九州産業交通㈱ ○関東自動車㈱
○宮崎交通㈱

１９年度 １，８３２㎞

２０年度 １，９１１㎞

２１年度 １ ８５６㎞

会社更生法

○京都交通㈱ ○水間鉄道㈱
○福島交通㈱

その他

○北海道旅客鉄道㈱（ＪＲ北海道バス㈱）
○箱根登山鉄道㈱
○いわさきコーポレーション
○立山黒部貫光㈱
○国際興業㈱

２１年度 １，８５６㎞

計
８，５９８㎞

（平均 ２，１５０㎞）

その他
○大分バス㈱（私的整理）
○常磐交通自動車㈱（特別清算）
○中国バス㈱（私的整理）

○㈱日立電鉄バス他４社
○アルピコグループ松本電鉄他３社
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地域鉄道をめぐる危機的状況②
鉄道の輸送人員は逓減傾向にあり、約８割の事業者が赤字。

地域鉄道の現状

地域鉄道をめぐる危機的状況②

輸送人員の推移
（単位：千万人）

中小民鉄５０社 位置図 【H22.4.1現在】

上 田 電 鉄

一 畑 電 車

十和田観光電鉄

養老鉄道

（単位 千万人）
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青い森鉄道

和歌山電鐵

神 戸 電 鉄土佐電気鉄道

年 度

※昭和６３年度以降に開業した事業者を除く７１社

出典：鉄道統計年報及び鉄道局調べによる

第三セクター鉄道４２社 位置図 【H2241現在】

秋田内陸縦貫鉄道

 三陸鉄道

IGRいわて銀河鉄道

山形鉄道

阿武隈急行

しなの鉄道

北越急行

由利高原鉄道

長良川鉄道

樽見鉄道

北近畿タンゴ鉄道

若桜鉄道

智頭急行
錦川鉄道

井原鉄道

のと鉄道

万葉線

えちぜん鉄道

経常収支
平成２１年度（鉄軌道業）

第三セクタ 鉄道４２社 位置図 【H22.4.1現在】

阿武隈急行

会津鉄道

野岩鉄道

わたらせ渓谷鐵道

鹿島臨海鉄道

真岡鉄道

いすみ鉄道

明知鉄道

錦川鉄道

伊勢鉄道

愛知環状鉄道

平成筑豊鉄道

北条鉄道

甘木鉄道

松浦鉄道

南阿蘇鉄道

くま川鉄道

富

ひたちなか海浜鉄道赤字：７６社（８３％）

黒字：１６社（１７％）

・  そ　 の　 他　 ：上記以外で、事業構造の変更に伴って第三セクター化した鉄道事業者

　・  転換鉄道等　 ：旧国鉄のローカル線又は旧国鉄の工事凍結線で日本鉄道建設公団により建設された路線の経営を承継した鉄道事業者

・  並行在来線　 ：整備新幹線の開業に伴い、JR旅客鉄道株式会社から分離される並行する在来線の経営を承継した鉄道事業者

天竜浜名湖鉄道
伊勢鉄道

信楽高原鐵道

土佐くろしお鉄道

阿佐海岸鉄道肥薩おれんじ鉄道

富山ライトレール
伊賀鉄道
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離島航路の現状
離島の人口の減少等により、輸送人員は減少し、欠損が拡大。

鉄道

離島航路の現状

離島航路の現状バスや鉄道に比べて割高な運賃も課題。

全国と離島の人口の推移
（離島）千人（全国）千人

運賃水準の比較
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全国の人口

離島の人口

（離島）千人（全国）千人

70
（円／km）

割高な運賃

400

600

60,000

90,000
離島の人口

人口は減少 ※標準的なもので比較し

50

60
0

200

0

30,000

昭和５５年 昭和６０年 平成２年 平成７年 平成１２年 平成１７年

人口は減少 ※標準的なもので比較し
たもの（実際の航路・
路線、距離により差
あり）

補助航路の輸送実績と欠損の推移

90

100

10,000 

12,000 
欠損額 輸送実績

１３

１４

輸送人員（百万人）

62

4020
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40
補助航路の輸送実績と欠損の推移

欠損額(百万円)
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4,000 
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8,000 １２

１１
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21

0

10

離島航路 地バス JR

欠損は拡大

40

50

0 

2,000 ９

８

離島航路 地バス JR

輸送人員は減少

資料）国土交通省調べ
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離島航空路の現状
離島航空路線における旅客数は減少傾向であり、全体の５割近くが赤字路線。

交通事業者の実態
離島航空路の現状

離島航空路の現状

離島航空路線 旅客数（千人） 運航便数（千便）

離島航空路線における路線数、旅客数及び運航便数の推移

離島航空路線 旅客数（千人） 運航便数（千便）

平成２０年度 ６３ ４，８９０ ９１

平成２１年度 ６４ ４，６６６ ８９

平成２２年度 ６６ ４，５８９ ９３

（参 考）

平成１１年度 ６６ ５，０４０ １０４

離島６６路線の経常収支 運航会社ごとの離島路線経常収支

運航会社ごとの離島路線経常収支（平成２２年度）は
１１社中６社が赤字である。

離島路線全体の経常収支（平成２２年度）は
約３０億円の赤字である。

離島６６路線の経常収支 運航会社ごとの離島路線経常収支

黒字５社・・・ジャルエクスプレス、日本エアコミューター、
日本トランスオーシャン航空、
琉球エアーコミューター、スカイマーク

赤字６社・・・全日本空輸 北海道エアシステム 新中央航空

黒字路線・・・３６路線
赤字路線・・・３０路線

補助対象路線・・・１４路線

（全体の約４５％が
赤字路線）

赤字６社・・・全日本空輸、北海道エアシステム、新中央航空、
オリエンタルエアブリッジ、日本航空インター
ナショナル、第一航空

最も日常性を有する都市との間で、船舶等では２時間以上
要する単独の路線であって、赤字を計上しているもの。
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消費税率引き上げによる乗合バスへの影響

乗合バスの場合、利用者の大幅な逸走が懸念されるため、
運賃値上げによる消費税の転嫁は事実上困難。

①過去の運賃改定時における運送収入の推移

事業者
改定率

（改定日）

運賃改定の実施年度 運賃改定の翌年度

送 送事業者 （改定日）
（※注）

運送収入
（千円）

対実績年度
増収率

運送収入
（千円）

対実績年度
増収率

Ａ 6.2％
（平成18年6月12日）

1,663,068 -1.7% 1,571,311 -7.1%
月

Ｂ 9.7％
（平成20年7月1日）

153,542 -4.9% 141,109 -12.6%

Ｃ 13.9％
（平成21年3月16日）

2,985,754 0.3% 2,812,464 -5.5%

②運賃値上げを行った場合の影響

（※注） 改定率は、事業者における上限運賃にかかる改定率であり、当該上限の範囲内で実施運賃が設定されるため、個々の運賃の実際の
値上げ率はこれとは異なる場合がある。

・運賃改定を行っても利用者の逸走により相殺され、十分な増収につながっていない。
・運賃値上げによるマイカーや自転車、徒歩への移行やバスによる出控えなどが逸走の主な理由。

・運賃値上げによる転嫁が期待できない中、消費税の納税額は確実に増加するため、乗合バスの
収支の悪化と路線の廃止・減便 バリアフリー化等の遅れ等が強く懸念される収支の悪化と路線の廃止 減便、バリアフリ 化等の遅れ等が強く懸念される。
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消費税率引き上げによるタクシーへの影響

タクシーの場合、利用者の大幅な逸走が懸念されるため、
運賃値上げによる消費税の転嫁は事実上困難。

②運賃値上げを行った場合の影響①運賃改定時における運送収入の推移
（東京都特別区・武三交通圏の例）

改定率
(改定日) 増収率

平成8年度 -0 5%

消費税転嫁のための運賃改定
（値上げ）

運賃を値上げ
しても増収にな平成8年度 -0.5%

平成9年度
1.9%

(4月1日)
-1.0% 客離れの発生・輸送人員の減少

しても増収にな
らず。

翌年度には大
幅な減収。

平成10年度 -4.6%

平成18年度 2 5%

運送収入の減少

平成18年度 2.5%

平成19年度
7.2%

(12月3日)
1.7% ・運転者の収入の減少・労働条件悪化

（賃金の大部分は歩合給）
事業者 経営状況 悪化

若干の増収に
なったが、リー
マンショックの
影響もあり、翌
年度は大幅な

平成20年度 -15.5%
・事業者の経営状況の悪化年度は大幅な

減収。
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消費税率引き上げによる鉄道への影響

鉄道の場合、最近の運賃改定時においては、

① 運賃改定を行っても、十分な増収につながるとは限らない。① 運賃改定を行っても、十分な増収につながるとは限らない。

② 利用者の逸走が生じている可能性が高い。

○ 最近の運賃改定時における旅客運輸収入の推移の例

事業者
改定率

（改定日）
（※注）

運賃改定の実施年度 運賃改定の翌年度

旅客運輸収入
（百万円）

対改訂前年度
増収率

旅客運輸収入
（百万円）

対改訂前年度
増収率（百万円） 増収率 （百万円） 増収率

Ａ 19.8％
（平成19年4月）

73 ‐0.5% 73 ‐0.3%

Ｂ 8.5％ 286 1 8% 251 10 7%Ｂ
（平成20年4月）

286 1.8% 251 ‐10.7%

Ｃ 8.6％
（平成20年4月）

222 3.4% 230 6.9%

（※注） 改定率は、事業者における上限運賃にかかる改定率であり、当該上限の範囲内で実施運賃が設定されるため、個々の運賃の実際の
値上げ率はこれとは異なる場合がある。
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①旅客船においても 利用者の逸走が懸念されるため 運賃値上げによる消費

消費税率引き上げによる旅客船への影響

①旅客船においても、利用者の逸走が懸念されるため、運賃値上げによる消費
税の転嫁は事実上困難。

②また、人口減少や少子高齢化が著しい離島では、運賃負担力の低下も懸念。

①平成９年度の運賃改定に伴う営業収入の増減

一般航路５航路の平均

②減少ペースが顕著な離島人口
※昭和５５年度を１００％として比較

110%

120%

○旅客船 ○フェリー

改定率 2.51% 改定率 2.68%
80%

90%

100%

110%

離島の人口

全国の人口

増収率 -6.18% 増収率 -2.97%

離島航路２５航路の平均

60%

70%

80%

昭和55年 昭和60年 平成2年 平成7年 平成12年 平成17年

0% C

離島航路２５航路の平均

○旅客船

改定率 4 85%

○フェリー

改定率 1 91%

③高齢化ペースが顕著な離島人口

※６５歳以上が人口に占める割合

29.4% 29.7%
30%

35%

改定率 4.85%

増収率 -0.06%

改定率 1.91%

増収率 -0.11%
14.5%

17.3%
21.0%

24.9%

15%

20%

25%

30%

全国

離島

運賃を値上げしても、輸送人員が減少するため
増収にならず。

0%

5%

10%

平成７年 平成１２年 平成１７年－9－



消費税率引き上げによる航空輸送への影響

国内航空路線は 経済産業活動を支える基盤であるとともに 地方部や離島住

消費税引き上げ分の運賃転嫁

国内航空路線は、経済産業活動を支える基盤であるとともに、地方部や離島住
民にとっては、生活を維持するために必須のライフライン。

消費税引き上げ分の運賃転嫁

利用者の減少利用者の減少

路線収支の悪化
悪循環 減便･路線廃止

・離島：本土への日帰り通院が困難に
方 便性 経済 盤 流路線収支の悪化

（離島路線については欠損補助の限界）

6 000
万人 国内線旅客数 幹線

地方路線

・地方：利便性の低下による経済地盤の低下、人口流出
加速
災害時の代替輸送手段確保不能

離島路線旅客数推移
万人

4,000

6,000

400

600

3,811 3,924 3,884 3,860 3,907 3,863 3,827 3,727 3,493 3,466

5,647 5,743 5,665 5,514 5,542 5,834 5,658 5,340
4,895 4,754

2,000

502 503 529 515 525 526 507 491 468 459
200

0
H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22

0
H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22
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消費税率引き上げによる観光産業への影響

現状
○国内旅行消費額は一貫して減少傾向にあり、事業者は値上げを行いにくい状況。
○資金的な余裕がなくなることが消費者の旅行行動に大きく影響する。

消費税の導入による旅行費用の増加は旅行需要を悪化させる

旅行費の値上げは難しいため、平均消費額は減少を続け
ている。

「お金に余裕が無くなって」という経済面を挙げる回答が最
も多い。

消費税の導入による旅行費用の増加は旅行需要を悪化させる

39000

41000

（円） 国内旅行平均消費額

6.7
5.2

帰省しなくなって回数が減った

この中に当てはまるものはない

家族層の国内宿泊旅行の減少理由

33000

35000

37000

39000

2 5

3.7

5.7

6.5

1.1

一緒に行っていた友達と休日が重ならなくなって回数が…

行きたいと思うところがなくなって回数が減った

自身や家族の健康上の理由で回数が減った

ペットの世話など、家を空けることが難しくなって回数が…

趣味が変わって回数が減った

27000

29000

31000

76.6
18.1

14.3

35.4

2.5

お金に余裕が無くなって回数が減った

休暇が減って回数が減った

配偶者と休日が重ならなくなって回数が減った

子供と休日が重ならなくなって回数が減った

緒に行っていた友達と休日が重ならなくなって回数が

25000
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

出典：一般社団法人日本旅行業協会「数字が語る旅行業」

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

出典：観光庁「日本人の観光旅行の状況に関する調査・分析等報告書」

％
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○付加価値税の共通システムに関する理事会指令 2006/112/ＥＣ（2006年11月28日）

軽減税率に関するＥＣ指令の概要

○付加価値税の共通システムに関する理事会指令 2006/112/ＥＣ（2006年11月28日）
附属書Ⅲ 軽減税率の適用となる対象取引リスト（抜粋）
（５） 旅客・携行品輸送
（１２）ホテル及び類似の施設で行われる宿泊（１２）ホテル及び類似の施設で行われる宿泊…

(11) CZ: 10% applies only on regular transport
(12) BG: Hotel services when they form part of a tourist package

国名 ﾍﾞﾙｷﾞｰ ﾌﾞﾙｶﾞﾘｱﾁｪｺ ﾃﾞﾝﾏｰｸ ﾄﾞｲﾂ ｴｽﾄﾆｱ ｷﾞﾘｼｬ ｽﾍﾟｲﾝ ﾌﾗﾝｽ ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ ｲﾀﾘｱ ｷﾌﾟﾛｽ ﾗﾄﾋﾞｱ ﾘﾄｱﾆｱ
ﾙｸｾﾝﾌﾞ
ﾙｸ

ﾊﾝｶﾞﾘｰ ﾏﾙﾀ ｵﾗﾝﾀﾞ ｵｰｽﾄﾘｱ ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ ﾙｰﾏﾆｱ ｽﾛﾍﾞﾆｱ ｽﾛﾊﾞｷｱ
ﾌｨﾝﾗ
ﾝﾄﾞ

ｽｳｪｰﾃﾞﾝ ｲｷﾞﾘｽ 27ヶ国

標準税率 21 20 20 25 19 20 23 18 19.6 21 20 15 22 21 15 25 18 19 20 23 23 24 20 20 23 25 20

交通関係軽減税率 6 － 10 非課税 7 － 13 8 5.5 非課税 10 5,8 12 － 3 － 0 6 10 8 6 － 8.5 － 9 6 0 21ヶ国

宿泊関係軽減税率 6 7 10 － － － － 8 5.5 13.5 10 5 － 9 3 － 5 6 10 8 6 － 8.5 － 9 12 － 18ヶ国

－12－



○平成 年度 租税総収入 税目内訳

自動車関係の税負担（トラック等）

事業税

○平成２３年度の租税総収入の税目内訳（単位：億円）

自動車関係諸税
77,744

（10.1％）

所得税
134,900
（17 6％）

法人税
77,920

（10 2％）

事業税
23,356
（3.0％）

（ ）
（17.6％）（10.2％）

固定資産税
89,783

酒税
13,480
（1.8％）

租税総収入（11.7％） 租税総収入
（国税＋地方税）

766,346
（100％）

印紙収入
10,570
（1.4％）

消費税
114,970
（15.0％） その他

223 623223,623
（29.2％）

出典：（社）全日本トラック協会「日本のトラック輸送産業2011」－13－



住宅取得に係る消費税額は大きく、税率引上げ後の負担額 前回の消費税率引上げ時は、駆込み需要の反動減で大幅

消費税率引き上げによる住宅取得・住宅市場への影響

1,673

2,000 
（千戸） 新設住宅着工戸数の推移（年度）

△17 7％

は200万円を超える な着工の落ち込みがあった

新築住宅取得時の税負担（消費税率引上げ時の比較）

300

（万円）（万円）

敷地分敷地分 建物分建物分 1,729 
1,663 

1,673 

1,665 

1,343 
1,420 

1,510 
1,561 

1,485 

1,630 

1,341 

1,213 
1,193 

1,249 1,285 
1,400 

1,600 

1,800  △17.7％
（△29万戸）

△12.0％
（△16万戸）250

300 敷地分敷地分 建物分建物分

（消費税率（消費税率55％）％） （消費税率（消費税率1010％）％）

1,180 

1,226 1,173 1,146 
1,174 

1,036 1,039 

775 
819 

800 

1,000 

1,200 

200

200

400 

600 消費税

230万円

100

150

115115万円万円upup

0 

200 

62 H元 H3 5 7 9 11 13 15 17 19 21

平成元年４月１日：
消費税(3%)導入

平成９年４月１日：
消費税(５%)導入

消費税

115万円

50

00

固定資産税等
14万円

不動産取得税
6万円

固定資産税等
4万円

印紙税
3.5万円

紙

（資料）住宅着工統計（国土交通省）

消費税( )導入 消費税( )導入

住宅建設10万戸の経済効果

◆建設・入居に伴う消費支出
1兆5200億円

◆生産誘発額 2兆9000億円

0
登録免許税
3.2万円

登録免許税
18万円

印紙税
3.5万円

257257万円万円142142万円万円2626万円万円
取得時
税負担
合計 1兆5200億円

・建設投資 1兆3900億円
・入居に伴う消費支出 1300億円

◆雇用誘発数 18.4万人

（資料）平成17年建設部門分析用産業連関表（国土交通省）

合計

（モデル）
○建物 価格：2,300万円 （固定資産評価額：1,400万円）
○土地 価格：2,000万円 （固定資産評価額：1,200万円）
○借入額：3,300万円 －14－



自動車購入時における税負担について

消費税自動車 消費税
（５%）

９万円

自動車
取得税（５％）

８．１万円
現状

車両価格
１８０万円

自動車重量税
４５，０００円/３年

自動車税
３９ ５００円１８０万円 ３９，５００円

抜本改革後

（消費税増税後）

＊１ 自家用乗用車 車両価格１８０万円 車両重量１ ５ｔ 排気量１ ８ℓの場合＊１ 自家用乗用車、車両価格１８０万円、車両重量１．５ｔ、排気量１．８ℓの場合。

＊２ 自動車取得税の課税標準は車両価格の９０％と仮定。

－15－



○工事請負契約書等には、他の文書と比べて高率、高額な印紙 ○平成９年４月（消費税率引き上げ時）より、工事請負

工事請負契約書等に係る印紙税について

（印紙税額）
５４万円

契約金額 印紙税

本来の税率 軽減後の税率

○工事請負契約書等には、他の文書と比べて高率、高額な印紙
税が課されている。

○平成９年４月（消費税率引き上げ時）より、工事請負
契約書等に係る印紙税は、税率が軽減されている。

５４万円

３６万円

１号、２号文書
（不動産売買契約書、工事請負契約書）

３６万円

１千万円以下 200円～1万円 －

１千万円～５千万円 2万円 1.5万円（25％減）

５千万円～１億円 6万円 4.5万円（25％減）

１億円～５億円 10万円 8万円 （20％減）

２０万円

１８万円

１５万円

３号、１７号文書
（手形、金銭等受取書） １８万円

２０万円

１０万円

５億円～１０億円 20万円 18万円 （10％減）

１０億円～５０億円 40万円 36万円 （10％減）

５０億円超 60万円 54万円 （10％減）

１０万円

８万円

６万円

４．５万円

８万円

４．５万円

１５万円１０万円

６万円

５号、６号文書
（合併契約書、定款等）

○建設業においては、重層請負構造の中で多段階にわ
たり課税されている。

４万円

２万円

１．５万円

１万円

１．５万円

４万円

２万円

一律４万円

２万円 ４号文書
（株券等）

発注者

元請

← 発注者、元請双方が
印紙税を負担

請負契約における
商取引に消費税が課税→

０ １千万 ２千万 ３千万 ５千万 １億 ２億 ３億 ５億 １０億 ５０億

（契約金額等）

１万円

６千円
１万円６千円 １万円

注１：契約金額が１千万円以下、印紙税額が６千円未満は省略。

１次下請

← 元請、一次下請双方が
印紙税を負担

消費税が課税→

注２：これらのほか、７号、２０号文書（継続的取引基本契約書等）は４千円、８号～１６号、１８号文書
（預貯金証書）は２百円、１９号文書（金銭受取通帳等）は４百円。

２次下請

← 一次下請、二次下請双方が
印紙税を負担

消費税が課税→

－16－


